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行政常任委員会 

 

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ３ 日 （ 木 ）               

午 前 ９ 時 ５ ８ 分 開  会               

 

○仲委員長   おはようございます。ただいまより行政常任委員会を開催いたしま

す。  

 本日の欠席通告者は、病気のため、村田幸隆委員、内山左和子委員、中里沙也加

委員でございます。  

 それでは、当委員会に付託されました議案第３０号、尾鷲市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてと議案第３１号、一般

会計補正予算第２号及び議案第４３号、一般会計補正予算、第３号の計３議案につ

いて審査をいただきたいと思います。  

 審査の前に市長より挨拶がございます。  

○加藤市長   おはようございます。  

 委員の皆様には一昨日までの本会議に引き続きまして行政常任委員会を開催して

いただき、誠にありがとうございます。  

 本委員会に付託されております議案につきましては、議案第３０号、尾鷲市家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案

第３１号、令和６年度尾鷲市一般会計補正予算、第２号の議決についてと、一昨日

追加させていただきました議案第４３号、令和６年度尾鷲市一般会計補正予算、第

３号の議決についての３議案であります。  

 それぞれ担当課より提出議案について説明いたさせますので、よろしく御審査い

ただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○仲委員長   ありがとうございました。  

 それでは、お手元の行政常任委員会進行表に基づき審査を進めてまいります。  

 早速ですが、財政課の審査に入ります。財政課より議案第３１号の説明をお願い

いたします。  

○岩本財政課長   おはようございます。  

 それでは、議案第３１号、令和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議決

についてのうち、財政課に係る予算について御説明申し上げます。  
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 まず、補正予算書の１ページを御覧ください。  

 今回の補正につきましては、第１条第１項にありますとおり、既定の歳入歳出予

算の総額にそれぞれ８ ,０４１万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０

８億８ ,８５６万７ ,０００円とするものでございます。  

 続きまして、１０ページ、１１ページを御覧ください。  

 歳入でございます。  

 このうち、１８款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金５８３万７ ,

０００円の増額は、今回の補正財源として繰り入れるものでございます。  

 続きまして、次のページの１２、１３ページを御覧ください。  

 歳出でございます。  

 ２款総務費、１項総務管理費、３目財産管理費７３万５ ,０００円の増額は、い

ただいた御寄附を地方創生拠点整備等基金へ積み立てるものでございます。  

 ここで、委員会資料の１ページを御覧ください。  

 今回の補正を踏まえた基金残高でございます。  

 まず、財政調整基金は、５８３万７ ,０００円を取り崩すことにより補正後の残

高は２１億１ ,４４５万１ ,０００円、地方創生拠点整備等基金は、７３万５ ,００

０円を積み立てることにより２２３万６ ,０００円となり、基金合計は３０億２８

３万１ ,０００円となる見込みでございます。  

 財政課所管の予算の説明は以上でございます。  

○仲委員長   ありがとうございます。  

 財政課の説明は以上のとおりでございますが、ただいまの説明に対し、質疑のあ

る方は御発言願います。  

 質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   質疑なしということで、確認をいたしました。  

 これで、財政課所管の審査を終了いたします。ありがとうございました。  

 それでは、次に、政策調整課より、議案第３１号の説明をお願いいたします。  

○三鬼政策調整課長   政策調整課です。よろしくお願いいたします。  

 それでは、令和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）について、政策調整課

分を説明させていただきます。  

 まず、予算説明書の１０ページ、１１ページを御覧ください。通知いたします。  

 歳入、１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務費
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補助金のうち５１６万８ ,０００円の増額は、デジタル田園都市国家構想交付金で

あります。  

 その内訳は、デジタル田園都市国家構想交付金の地方創生推進タイプとして、定

住・移住促進事業に２万１ ,０００円、商工振興事業に２５万円、産業開発促進事

業に２５３万６ ,０００円の交付決定を受けたものでございます。また、同交付金

のデジタル実装タイプとして後ほど事業を説明いたします情報化推進事業に対し、

１７６万２ ,０００円の交付決定を受けたものの合計額でございます。  

 次に、１７款寄附金、１項寄附金、１目総務費寄附金、１節総務管理費寄附金７

３万４ ,０００円の増額は、地方創生応援寄附金で、別当薫記念碑保存会よりおわ

せＳＥＡモデル構想に係る拠点整備事業に対し御寄附をいただいたものでございま

す。  

 続いて、２０款諸収入、５項雑入、１目雑入、２節総務費雑入のうち３ ,３７４

万３ ,０００円の増額は、デジタル基盤改革支援補助金で、自治体情報システム標

準化事業への補助金でございます。  

 続きまして、予算書、１２、１３ページを御覧ください。お願いいたします。  

 歳出について御説明いたします。  

 歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、情報化推進事業は３ ,５

１６万２ ,０００円を増額するもので、財源は国庫支出金が１７６万２ ,０００円、

その他特定財源が３ ,３７４万３ ,０００円でございます。  

 歳出の内訳は、情報化推進事業として、１１節役務費６６万円は、回線引込み手

数料、１２節委託料３ ,３１９万８ ,０００円は、自治体情報システム標準化ガバメ

ントクラウド移行業務委託料でございます。  

 １３節使用料及び賃借料１３０万４ ,０００円は、ＬＧＷＡＮ回線使用料などで

ございます。  

 次に、５目企画費の財源内訳の変更は、先ほど説明いたしました政策調整課分の

デジタル田園都市国家構想交付金、地方創生推進タイプの採択額２万１ ,０００円

の増加に伴う財源更正でございます。  

 続きまして、予算説明書５ページを御覧ください。通知いたします。  

 債務負担行為補正の追加分として、ＬＧＷＡＮ回線使用料は、期間が令和７年度

から１１年度までの５年間、限度額を５９６万４ ,０００円とするものでございま

す。また、ＬＧＷＡＮ接続ルーター借上料は、同じく令和７年度から１１年度まで

の５年間、限度額を２０５万８ ,０００円とするものでございます。  



－４－ 

 政策調整課の説明は以上であります。よろしく御審査いただき、御承認賜ります

ようお願いいたします。  

○仲委員長   政策課長、１４、１５の商工費の財源の構成は、説明はあんたのと

ころでするんじゃなかった。  

○三鬼政策調整課長   歳入のほうで今説明させていただいたたんです。商工のほ

うでするということで言っていましたか。  

○仲委員長   いや、入だけを説明してもらったらどうですか、財源構成で。商工

の２７８万６ ,０００円と５５９万９ ,０００円。入、したもので、ここで説明して

もらったらどうですか。  

○三鬼政策調整課長   歳出のほうの説明ですか。  

○仲委員長   １４、１５。  

○三鬼政策調整課長   それでは、１４、１５ページ、御説明いたします。  

 先ほど申し上げましたデジタル田園都市国家構想交付金の関係に関係しまして、

６款商工費、１項商工費、２目商工振興費の財源構成２７８万６ ,０００円及び３

目観光費５９万９ ,０００円の財源構成は、先ほど御説明いたしましたデジタル田

園都市国家構想交付金の財源更正によるものでございます。  

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。  

○仲委員長   ありがとうございます。  

 政策調整課の説明は以上であります。  

 質疑はありますか。  

○小川委員   予算書の１３ページのガバメントクラウド移行業務委託料、これ、

やることによって、国のシステムがもうこれから先使えるようになるんですか。  

○三鬼政策調整課長   ガバメントクラウドの移行の業務ですので、これを令和７

年度中に完成させまして、委員おっしゃるように、いわゆる国の標準化が達成され

ると、以前からデジタルで説明しております、令和８年度以降の様々なサービスに

つながるものとして準備をさせていただきます。それまでの間は、現在のシステム

の中でできる範囲で工夫をしながらしていくという今、取組を進めております。  

○小川委員   これやることによって、書かない窓口であるとか、ワンストップで

できるように、そういうことができるようになるんですよね。  

○三鬼政策調整課長   おっしゃるとおりで、それを前提として、いわゆる環境整

備をするものでございます。  

○仲委員長   他に質疑、ございませんか。  
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（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   質疑なしと認めます。  

 それでは、報告事項、ありましたら。  

○三鬼政策調整課長   それではお時間をいただきまして、以前５月８日の行政常

任委員会のほうでも少し触れさせていただきましたが、地域公共交通に関する報告

をさせていただきます。  

 まず、東紀州地域公共交通利便増進実施計画（案）について説明いたします。  

 資料１を通知させていただきましたが、ちょっと前段としまして、東紀州地域で

は、人口減少によりバスの利用者の総数が減少の一途をたどっており、また、運転

士の不足等も相まって、バスの運行について維持していくことが困難な状況となり

つつあります。  

 一方、高齢化によって運転免許を返納する方も増えており、日常生活の移動手段

としてバスの重要性が増している中、将来にわたってバスの運行を維持していくこ

とが重要でございます。そのような中、三重交通の島勝線及び尾鷲長島線の２路線

が乗車数が国の補助基準を下回ったことから、このままでは国及び県の補助が受け

られず運行維持が困難な状況にございます。この状況を改善するための方法として、

資料１にございます東紀州地域公共交通利便増進実施計画（案）を策定することに

より、新たな補助金を５年間受けることが可能となることから、三重県及び関係市

町が計画策定を進めてまいりました背景がございます。  

 ここで計画の概要について説明いたします。  

 ちょっと本冊は長いものですから、資料にまとめてございますので、資料２をま

ず御覧ください。通知します。  

 本計画案では、本年１０月１日より、三重交通島勝線、尾鷲長島線の現行２路線

を下の段にございます変更案のとおり３路線に編成するもので、具体的には黄色で

お示しした瀬木山と海山バスセンターを結ぶ尾鷲海山線、青色で示しました海山バ

スセンターと島勝を結ぶ島勝線、赤色で示しました海山バスセンターと長島駅前を

結ぶ海山長島線へと編成し、２路線が重複して運行している尾鷲海山間の重複運行

を解消するものでございます。これに伴い、時間帯によっては海山バスセンターで

の乗換えが必要なことから、資料３を御覧ください。通知いたします。  

 期日までに海山バスセンター内にエアコンや無線ＬＡＮ、各種スペース等を完備

した新しい待合所を新設することで、乗換え時の環境を整備する予定でございます。  

 続いて、資料の４を御覧ください。  
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 今回の変更点として、島勝線の昼間の運行ルートについては、通常は図にござい

ます下のほうの水色のルートを通るのが現在のルートですが、昼間の時間帯の便に

よって、青色のルートを通ることによって、スーパーや病院、銀行を利用する方の

利便性の向上を図る変更を予定しています。この２点が主な計画の変更点でござい

ます。この計画の変更に伴って、尾鷲市では島勝線に接続しているふれあいバス須

賀利地区のダイヤについて改正が必要となってくるのが現状でございます。  

 まず、それについて説明いたします。資料５を御覧ください。  

 こちらは、ふれあいバス須賀利地区のダイヤ改正による現行ダイヤとの比較を示

しており、水色が改正案でございます。  

 まず、１枚目は、須賀利町の西の浜バス停から尾鷲市街地へ向かうダイヤとなっ

ており、見方は、左から右へ運行の順番となっております。  

 ①の始発便のみ尾鷲総合病院への直行便で、それ以外は島勝で三重交通島勝線に

乗り換えることに変わりはございません。  

 また、赤い線で囲っている三重交通島勝初９時３３分、１３時１分、１４時５６

分の便については、先ほど資料４で説明いたしましたとおり、海山町の町なかを走

る海山公民館、プライスカット、主婦の店を通るルートを走ります。  

 次に、その隣の三重交通海山バスセンターの欄を御覧ください。  

 赤字で記載されている１０時９分、１３時３７分、１５時３２分の便については、

海山バスセンターにおいて乗換えが必要となります。  

 次のページ、尾鷲市街地から須賀利へ向かう便も同様の表記をしてございます。  

 このような変更内容について広く住民の意見を聞くため、去る５月３０日午後６

時から須賀利町で３３人の住民の参加を得て地区説明会を開催いたしました。  

 当日の御意見といたしましては、海山バスセンターでもう一回乗り換えるのは不

便になる。海山町で買物する場合には、町なかを走るルートはよいと思う。できれ

ば尾鷲市街地まで行く直行便を現行の１便から増やしてほしいなどの御意見をいた

だきました。今後これらを検討課題としながら、現行のダイヤを三重交通と協議し

ながら、時刻表が確定次第、改めて報告をさせていただくこととしております。  

 以上が計画案の中身でございまして、なお、この本計画案は、今後三重県や各地

域の公共交通協議会において承認を得た後、国土交通大臣に対して認定申請を行う

運びとなっており、本年１０月１日から新たな路線ダイヤにて運行が開始される予

定となっております。  

 もう一点だけ、ちょっと追加でよろしいですか。  
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 特に資料はございませんが、アナウンスとして、三重交通の松阪熊野線の終了に

ついて報告させていただきます。  

 新聞報道等で御存じかもしれませんが、三重交通では、熊野市と松阪中央病院と

を結ぶ松阪熊野線について、現在１日３往復の運行を行っておりますが、近年乗車

数の減少が続いており、乗車数が国の補助基準を下回ったことから、本年１０月以

降、国及び県の補助を受けることができず、運行維持が困難な状況となる見込みで

ございます。しかも、この路線につきましては、今後新たな補助金を受けられる見

込みも立たないことから、三重交通としましては、本年１０月から現行の１日３往

復を１往復に減便し、令和７年３月いっぱいをもって松阪熊野線の運行を終了する

ことといたしたそうです。  

 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。  

○仲委員長   ありがとうございます。  

 報告の説明は以上であります。  

 質疑はございませんか。報告に対する質疑、ございませんか。  

 よろしいですね。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   なしと認めます。  

 それでは、政策調整所管の審査を終了いたします。ありがとうございました。  

 それでは、防災危機管理課から、議案第３１号の説明をお願いいたします。  

○大和防災危機管理課長   防災危機管理課でございます。よろしくお願いいたし

ます。  

 議案第３１号、令和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議決についての

うち、防災危機管理課に関する事項について、補正予算書及び予算説明書で御説明

いたします。  

 まず、歳入の説明をさせていただきます。  

 説明書の１０ページ、１１ページを御覧ください。  

 ２０款諸収入、５項雑入、１目雑入、７節消防費雑入につきましては、消防団員

退職報償金収入４２２万５ ,０００円の増額で、消防団員の退職に伴い、消防団の

共済基金から支払われる１０人分の退職金であり、同額を歳出にも計上させていた

だいております。  

 次に、歳出の補正でございます。  

 説明書の１６、１７ページを御覧ください。  
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 ８款消防費、１項消防費、２目非常備消防費につきましては、７節報償費消防団

員退職報償金４２２万５ ,０００円の増額で、先ほど歳入で説明させていただきま

した消防団員の退職に伴う補正計上でございます。  

 以上で防災危機管理課の説明を終わります。  

○仲委員長   ありがとうございます。  

 以上で防災危機管理課の説明でございますが、質疑、ございますか。  

○中村委員   これ、退職者１０人と今おっしゃいましたよね。平均で４０万ぐら

いの退職金ということですかこれ、勤務というのかな、していただいた年数によっ

ていろいろですか。最大と最小、教えていただけます。  

○大和防災危機管理課長   勤続年数、それから団の中での職務に応じて金額のほ

うが異なりますので、それを１０名分合わせて４２２万５ ,０００円となっており

ます。  

○坪田防災危機管理課主査   それでは、お答えいたします。  

 退職報償金の金額につきましては、階級と年数で分かれておりまして、最低額に

つきましては、団員という階級の５年以上１０年未満の２０万円、最高額につきま

しては、団長の階級の３０年以上の９７万９ ,０００円となっております。  

 説明は以上です。  

○仲委員長   他に質疑、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   なしと認めます。  

 以上で防災危機管理課の審査を終了いたします。御苦労さんでした。  

 それでは、税務課から議案第４３号の説明をお願いいたします。  

○三鬼税務課長   税務課です。よろしくお願いいたします。  

 それでは、追加上程いたしました議案第４３号、令和６年度尾鷲市一般会計補正

予算（第３号）の議決について、補正予算書並びに行政常任委員会資料に基づき御

説明いたします。  

 補正予算書の８ページ、９ページを御覧ください。通知いたします。  

 歳入、１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金の増額は、１

節総務費補助金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金１億８ ,３９７万２ ,０

００円の増額でございます。  

 次に、歳出について御説明いたします。  

 １０ページ、１１ページを御覧ください。  
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 ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費の増額は、細目定額減税補足給付金給

付事業１億８ ,３９７万２ ,０００円の増額でございます。  

 詳細につきまして、委員会資料にて御説明いたします。  

 委員会資料の１ページを御覧ください。通知いたします。  

 定額減税補足給付金給付事業について御説明いたします。  

 令和６年分の所得税及び令和６年度分の個人住民税について、納税義務者本人及

び配偶者を含めた扶養親族１人につき、所得税から３万円、個人住民税の所得割か

ら１万円の定額減税が実施されますが、所得状況等によっては定額減税し切れない

と見込まれる納税者の方を対象に、減税し切れないと見込まれる部分について調整

給付が実施されます。  

 調整給付は、政府の方針において、対象者にいち早く給付を行う観点から、令和

６年度分の個人住民税の課税情報、これは令和５年１月から１２月までの所得情報

などとなりますが、これを基に推計した令和６年分推計所得税を用いて給付するこ

とを算出するものになります。  

 詳細につきまして御説明いたします。  

 まず、今回実施される定額減税の可能額につきましては、所得税分が減税対象人

数１人当たり３万円となります。住民税所得割からは、１人当たり１万円が減税と

なります。今回の調整給付につきましては、まず、１番目としまして、所得税分の

定額減税可能額から令和６年分推計所得税を引いた額と、２としまして、住民税所

得割分の定額減税可能額から、令和６年度分の住民税所得割を引いた額の合計額を

１万円単位に切上げて支給するものとなります。つまり、所得税、住民税から定額

減税し切れなかった額を１万円単位に切上げて支給するという形になります。  

 計算例の一例ではありますが、そちらに記載しております。  

 家族構成としまして、例えば世帯主が納税者の方としまして、控除対象配偶者、

小学生のお子さんの３人家族の例を記載させていただいております。この場合、減

税対象人数は３人となります。税額としましては、令和６年分の推計所得税額が６

万円、令和６年度住民税の所得割額が２万５ ,０００円と仮定した場合を記載して

おります。  

 まず、所得税分の定額減税可能額は、青色の枠の部分となりますが、９万円とな

ります。推計所得税が６万円となりますので、この場合、①の赤字部分の３万円が

所得税から減税し切れなかった額となります。  

 次に、オレンジ色の住民税所得割分の定額減税可能額は３万円です。住民税所得
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割が２万５ ,０００円でありますので、②の赤字部分５ ,０００円が住民税から定額

減税し切れなかった額となります。したがいまして、①と②の合計額は３万５ ,０

００円となりますが、今回の調整給付は１万円単位で切り上げて給付するという形

となりますことから、調整給付額としては４万円というふうな形になります。  

 次ページを御覧ください。  

 次に、不足額給付について御説明いたします。  

 調整給付につきましては、令和６年６月３日、これは国から示された事務処理基

準日というふうになります。この日時点の令和６年度個人住民税の課税情報を基に、

国から全国の自治体に提供された「調整給付のための計算ツール」というものを用

いまして令和６年分の推計所得税を算出し、今回の調整給付額を計算することとな

ります。そのため、令和６年分所得税額や定額減税の実績額が確定した後に調整給

付金に不足が生じる場合には、不足額給付を追加支給することとされております。  

 概要としましては、所得税分控除不足額と住民税所得割分控除不足額の合計額を

１万円単位で切上げした額から、当初に支給された調整給付額を控除して支給する

というふうな計算式になるように聞いております。  

 不足額給付が生じる例としましては、例えば、令和６年中にお子さんが生まれた

など、扶養親族の増加等に伴う定額減税可能額の増加や所得税額の減少などが想定

されております。ただし、現段階では不足額給付に関する事務処理基準等の詳細が

公表されておりませんので、今後、国からの情報等が届き次第、ホームページ等で

お知らせしてまいりたいと考えております。  

 次に、４としまして、事業名としましては、先ほどの調整給付と不足額給付を合

わせまして定額減税補足給付金給付事業となります。  

 今回の給付事業に係る補正予算としましては、給付金としまして、現段階での試

算となりますが、調整給付金が１億４ ,７７４万５ ,０００円で、対象人数は３ ,７

６７人を見込んでおります。不足額給付金につきましては２ ,９５４万９ ,０００円

で、７５３人を見込んでおります。また、事務費につきましては、システム改修業

務委託料、郵送料等としまして６６７万８ ,０００円を計上しております。  

 補正予算の総額としましては１億８ ,３９７万２ ,０００円で、財源内訳は全額国

費、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が充当予定であります。  

 続きまして、調整給付のスケジュール等につきましては、準備が整い次第、８月

頃から市からの案内書類等を発送し、８月下旬頃から順次給付を行ってまいりたい

と考えております。ただし、準備が整い次第、少しでも早く給付を開始してまいり
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たいと考えております。  

 なお、申請期限としましては、１０月末を予定しております。  

 最後に米印の部分となります。  

 不足額給付についてでありますが、こちらにつきましては、令和６年分の所得税

額や定額減税の実績額が確定する令和７年において、確定申告書や給与支払い報告

書等の情報を基に算定することから、現段階で給付時期等については未定となって

おります。確定申告書等の情報を基に、まずもって令和７年度の住民税の算定を行

った上での対応となることから、不足額給付の給付準備が整うのは、恐らく来年の

夏頃になるのではないかと想定しております。したがいまして、本事業の一部につ

きましては、令和７年度に繰り越すことを想定しておりますが、現段階では、国の

方針等、決まっておりませんので、今後具体的な内容が決定してまいりましたら、

また改めて御報告申し上げたいと考えております。  

 説明は以上でございます。御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。  

○仲委員長   ありがとうございます。  

 以上が税務課の議案第４３号の説明でございます。  

 質疑はございますか。  

○西川委員   ７番の申請期間、１０月末を予定と、これ申請せなならんのですか。  

○三鬼税務課長   今の様式でいきますと、確認書類という形で、こういう計算で

すけれどもよろしいですかというふうな確認書類を送付し、それを返送していただ

くと。そういうふうな格好で考えております。  

○西川委員   それやったら全世帯、行くんですか、それは。  

○三鬼税務課長   調整給付の対象となる方のところには御案内文書を送付する予

定という形になります。  

○西川委員   ということは、税金滞納者にはいかないということですよね。  

○三鬼税務課長   対象となる方につきましては全員、行くという形になりますの

で、納付の状況を確認した上で行くというふうな形のことではございませんので、

一応対象者には書類が行くというふうな形になります。  

○仲委員長   他に質疑、ございますか。  

 よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   それでは、税務課の審査を終了いたします。御苦労さまでした。  
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 それでは、市民サービス課から議案第３１号の説明をお願いいたします。  

○湯浅市民サービス課長   市民サービス課です。どうぞよろしくお願いします。  

 それでは、議案第３１号、令和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議決

についてのうち、市民サービス課に係るものにつきまして御説明申し上げます。  

 令和６年度尾鷲市一般会計補正予算書（第２号）及び予算説明書の１０ページ、

１１ページを御覧ください。  

 まず、歳入でございます。  

 ２０款諸収入、５項雑入、１目雑入は、補正額４ ,３１９万３ ,０００円を追加し、

１億２ ,１８６万７ ,０００円とするものでございます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、２節総務費雑入の一般コミュニテ

ィ助成事業助成金６６０万円の追加でございます。住民が自主的に行うコミュニテ

ィ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指す目

的で、一般財団法人自治総合センターからコミュニティ活動に直接必要な設備等の

整備に関する事業に対し助成されるものでございます。  

 続きまして、歳出でございます。  

 次ページを御覧ください。  

 ２款総務費、１項総務管理費、１３目コミュニティーセンター費は、補正額６６

０万円を追加し、４ ,２１４万４ ,０００円とするものでございます。全額一般コミ

ュニティ助成事業に対する補助金６６０万円の追加であり、特定財源のその他６６

０万円は、先ほど歳入で申し上げました一般コミュニティ助成事業助成金でござい

ます。  

 補助対象となる事業につきましては、委員会資料の１ページを御覧ください。  

 一般財団法人自治総合センターの助成事業として採択されました須賀利区、古江

区、曽根区の３地区のコミュニティ活動の備品の整備で、事業の概要にございます

ように、須賀利区では、ごみ集積ボックスの整備、古江区におきましては、会議テ

ーブル、椅子等の集会場備品の整備のほか、曽根区では、難聴箇所解消のための放

送設備を整備し、コミュニティの生活環境の充実を図るために必要となる備品の整

備を図るものでございます。  

 議案第３１号についての説明は以上でございます。よろしく御審議いただき、御

承認賜りますようお願い申し上げます。  

○仲委員長   ありがとうございました。  

 市民サービス課の議案第３１号の説明は以上でございます。  
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 質疑はございますか。  

○小川委員   助成事業に申請した場合、お金が出るまで、期間ってどれぐらいか

かるんですか。  

○塩崎市民サービス課長補佐兼係長   申請自体は前年に申請する仕組みになって

おりまして、大体９月頃に申請いただいて、同一年度の３月ぐらいに内示をいただ

くというような状況になります。  

○小川委員   それじゃ、９月ぐらいまでに申請して、実施されるのは新年度、年

度が変わってからということになるわけですか。  

○湯浅市民サービス課長   そのとおりでございます。  

○南委員   １点、同じくコミュニティの事業なんですけど、確認として、当然ノ

ミネートされるのは、区だとか地区、自治会単位が主立った申請ができると思うん

ですけれども、細かい部分でいったらどこのレベルまで、いろんな自治会単位の中

で、例えば、市内の町なかの自治会単位でも申請できるのか、そこら辺だけ、どこ

まで申請の幅があるか、それだけ１点。  

○湯浅市民サービス課長   今、南委員のほうからおっしゃっていただいた主立っ

た自治会だとか、町内会だとか、あとは、例えば自主防災会であったり、婦人会で

あったり、自治会ですよね。そういうところは、主立った団体のところはほぼいけ

るんじゃないかなとは思いますけれども、我々がこれ決めるところではなくて、政

策調整課のほうでこれ審査している部分でございますので、詳しいところは政策調

整課のほうになるんですけれども、大体その辺の主立った団体辺りはいけるんじゃ

ないかなとは思っていますけどね。  

○南委員   幅広い団体まで多分いけるだろうということなんですけれども、例え

ば、申請する段階ですね、それはやっぱり自主的申請しか、企画調整係のほうで、

政策調整課のほうしか分からないのかも分からないですけれども、窓口としたらや

っぱり市民サービス課が一つの窓口なんですけれども、地区団体から申請するシス

テムというか、知らない団体なんかもまだ幾分かあるんじゃないかなというふうな

思いがいたしますので、そこら辺の周知だとか、申請については、特に市民サービ

ス課のほうではどのように考えておるか。  

○湯浅市民サービス課長   基本的には、市民サービス課の立場としては、自治会

と区長会、担当している部分には御案内は差し上げているんですけれども、あとの

そういう自主防災会であったり、婦人会であったり、老人会であったりというとこ

ろになると、南委員のほうからこういう話がありましたので、今後政策調整課のほ
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うとこういうアナウンス、したらどうですかというような話は出ていましたという

ことは、また後ほどお話しさせていただきます。  

○南委員   ありがとうございます。ぱっと今、僕感づいたんですけれども、同じ

地域が何か所も助成、ノミネートされて受けているところがあるように見受けられ

るもので、もっとバランスよくできたら、配布できるような形を取っていただくよ

うお願いいたします。  

 以上です。  

○小川委員   放送設備なんか緊急で直さんなんときありますよね。そういう壊れ

たとき、それでもやっぱり、９月までに申請して待たなあかんということで、事前

着工した場合は、これは使えないんですか。  

○湯浅市民サービス課長   基本的には、事前着工というのはないんですけれども、

もともと放送設備とかというのは、２回目というのは基本的には駄目なので、もと

もと例えば、区で整備しておられるのを新しく変えたいとかというのを対象にして

いるものですので、直すのはそれは区で直してもらうしかないんじゃないかなとは

思いますけどね。  

○塩崎市民サービス課長補佐兼係長   一般コミュニティ助成の補助対象というの

が１００万以上の事業になってくるので、１件の故障ではちょっとこの補助対象事

業には多分当てはまらないというような事業になってしまうので、ですのでちょっ

と対応は難しいかなというふうに。  

○小川委員   今１００万円以上と言われましたけど、ごみ箱とか集積ボックス、

１００万円以上するんですか。  

○湯浅市民サービス課長   １基１００万円はしないので、何十基か整備するとい

うことで。  

○仲委員長   他に。  

○中村委員   宝くじのほうの応募要項の中に、自主防災、今、手、挙げられると

おっしゃっていただいたんですけれども、これ文化伝承とかというのであって防災

って入っていましたか、大丈夫ですか。  

○湯浅市民サービス課長   メニューの中に、地域防災の組織育成の助成事業とい

うことでうたわれていますので大丈夫だと思いますけどね。詳しくは政策調整課の

ほうで。  

○仲委員長   他に質疑、ございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  
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○仲委員長   なしと認めます。  

 それでは、市民サービス課の議案第３１号については終了いたします。御苦労さ

んでした。  

 それでは、福祉保健課、議案第３０号、議案第３１号の説明をお願いいたします。  

○山口福祉保健課長   福祉保健課でございます。よろしくお願いいたします。  

 それでは、議案第３０号、尾鷲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正についてにつきましては、こども・子育て担当参事より御

説明いたします。  

○世古福祉保健課参事   それでは、議案第３０号、尾鷲市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてについて説明いたします。  

 議案書の１ページを御覧ください。通知します。  

 本条例は、国による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令により、保育所、小規

模保育事業所等における満３歳以上の児童に対する保育士、保育従事者の配置基準

が見直されたことに伴い、市の所管となる小規模保育事業所等を含む家庭的保育事

業等に係る保育士等の配置基準の見直しを行うため、条例の一部を改正するもので

あります。  

 国基準に基づき、これまで満３歳以上４歳未満の児童に対する保育士等の配置が、

児童２０人に対して１人であったところを１５人に対して１人に、また、４歳以上

の児童については、３０人に対して１人であったところを２５人で１人と改めるも

のであります。  

 なお、現在のところ市内においては対象となる事業所がないため、影響はありま

せん。  

 説明は以上でございます。  

○仲委員長   ありがとうございます。  

 まず、議案第３０号、尾鷲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について、質疑はございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   質疑なしと認めます。  

 それでは、議案第３１号の説明をお願いいたします。  

○山口福祉保健課長   それでは、議案第３１号、令和６年度尾鷲市一般会計補正

予算（第２号）の議決についてのうち、福祉保健課に関する予算について、予算書
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及び資料に基づき御説明いたします。  

 まず、歳入から御説明いたします。  

 予算書の１０、１１ページを御覧ください。通知いたします。  

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金３ ,７４９万円の増

額は、１節総務費補助金３ ,７４９万円の増額で、そのうち物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金３ ,２３２万２ ,０００円の増額は、エネルギー・食料品価格等

の価格高騰による負担増の影響が大きい住民税非課税世帯及び住民税が均等割のみ

課税されている世帯に対して給付金を支給する給付金事業に係る国庫補助金になり

ます。この事業につきましては、後ほど歳出と併せて御説明いたします。  

 １５款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金５７８万円の減額は、２節

児童福祉費補助金５７８万円の減額で、みえ子ども・子育て応援総合補助金の交付

決定に伴うことによる減額でございます。  

 今年度のみえ子ども・子育て応援総合補助金につきましては、三重県における予

算確保が補助上限額に対して約５２％となる３億円であったところ、県内全市町か

らは約１１億円の事業申請が行われておりました。本市では、補助上限額である２ ,

４００万円の歳入を見込み、申請時点において対象となる３事業、小規模保育施設

整備事業、児童・生徒学校給食費給付事業、尾鷲市学校給食センター統合事業への

補助金申請を行いましたが、最終的に外部有識者等も含めた事業選考により、給食

センター統合事業が採択されない結果となりました。当該県補助金は３年間の継続

実施が予定されており、来年度が区切りの３年目となりますが、申請の際にはこう

した県の状況も考慮し、より確実な申請に努めてまいります。  

 次に、歳出でございます。  

 次ページの１２、１３ページを御覧ください。  

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費１５８万４ ,０００円の増額

は、細目社会福祉一般総務費１５８万４ ,０００円の増額で、１７節備品購入費１

５８万４ ,０００円の増額は、福祉保健センターに設置されている放送設備の更新

による備品購入費になります。  

 福祉保健センター１階事務所内に設置されている放送設備は、保健センター管内

の放送を行う設備で、２０００年にセンターが建設された当時に導入され、毎年法

定点検を受けながら使用しており、現在まで２３年以上が経過しております。今回、

老朽化による故障が判明し、保健センターの運営に影響を及ぼすことから、同設備

の更新を行うものです。  
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 次に、６目子ども医療費５９万４ ,０００円の増額は、細目子ども医療費助成事

業５９万４ ,０００円の増額で、委託料の福祉医療費制度システム改修業務委託料

５９万４ ,０００円の増額は、福祉医療費制度システム改修に係るシステム改修業

務委託料になります。  

 本市では既に１８歳年度末までの子供に係る医療費の助成を行っておりますが、

三重県においては、昨年度まで県内市町が行う子供医療費に対する県補助金は小学

生までを対象としておりました。しかし、昨年度末において、令和６年度からは中

学生の入院医療費までを県補助の対象拡大にすることが決定されたことから、当該

業務に対応するため、システム改修が必要となったものでございます。  

 次に、９目生活困窮者自立支援事業費３ ,２３２万２ ,０００円の増額は、細目物

価高騰対策生活支援給付金（住民税非課税世帯分）給付事業１ ,６１６万１ ,０００

円の増額で、エネルギー・食料品価格等の価格高騰による負担増の影響が特に大き

い住民税非課税世帯に対して給付金を支給する給付事業に係る事業費でございます。  

 次に、細目物価高騰対策生活支援給付金（住民税均等割世帯分）給付事業１ ,６

１６万１ ,０００円の増額で、先ほどの住民税非課税世帯に対する給付事業同様、

エネルギー・食料品価格等の価格高騰による負担増の影響が大きい住民税が均等割

のみ課税されている世帯に対して給付金を支給する給付事業に係る事業費でござい

ます。  

 これら二つの給付事業の詳細につきましては、資料に基づき担当係長から御説明

させていただきます。通知いたします。  

○林福祉保健課係長   それでは、資料１、物価高騰対策生活支援給付金、住民税

非課税世帯分について御説明いたします。  

 （１）事業目的につきましては、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

を財源として、物価高騰による負担増の影響が特に大きい住民税非課税世帯に給付

金を支給し、生活を支援するものでございます。  

 （２）対象者の方につきましては、令和６年６月３日現在において尾鷲市に住民

登録があり、令和５年度の課税状況と比べて、新たに令和６年度分の住民税が非課

税世帯となった世帯主の方が対象でございます。  

 令和６年１月から３月にかけて実施させていただきました令和５年度物価高騰対

策生活支援給付金（住民税非課税世帯分・住民税均等割世帯分）の対象となってい

ない世帯が今回の対象世帯となることを申し添えさせていただきます。  

 また、対象世帯において児童がいる場合には、こども加算が加算されます。  
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 （３）給付額につきましては、１世帯につき一律１０万円でございます。世帯に

児童がいる場合は、こども加算として児童１人当たり５万円を加算いたします。  

 （４）支給日につきましては、確認書を７月中旬に発送し、確認書の返送を受け

て審査を行い、８月中旬から順次支給してまいります。確認書につきましては、世

帯の扶養状況や振込口座などの確認を行っていただきます。  

 （５）対象見込世帯数などにつきましては、１５０世帯を見込んでおり、こども

加算については２０名と見込んでおります。  

 （６）事業費ですが、１ ,６１６万１ ,０００円で、主な内訳は、職員時間外手当

６万３ ,０００円、事業費５万円、役務費４万３ ,０００円、使用料及び賃借料５ ,

０００円、負担金、補助及び交付金、物価高騰対策生活支援給付金（住民税非課税

世帯分）として１ ,６００万円となります。  

 なお、財源につきましては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金１ ,６１

６万１ ,０００円で、補助率は１０分の１０となります。  

 続きまして、次ページ、資料２、物価高騰対策生活支援給付金（住民税均等割世

帯分）について御説明いたします。  

 （１）事業目的につきましては、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

を財源として、物価高騰による負担増の影響が大きい住民税均等割のみ課税されて

いる世帯に給付金を支給し、生活を支援するものでございます。  

 （２）対象者の方につきましては、令和６年６月３日現在において尾鷲市に住民

登録があり、令和５年度課税の課税状況と比べて、新たに令和６年度分の住民税が

均等割のみ課税世帯となった世帯主の方が対象でございます。  

 なお、令和６年１月から３月にかけて実施させていただきました令和５年度物価

高騰対策生活支援給付金の対象となっていない世帯が今回の対象世帯となることを

申し添えさせていただきます。  

 また、対象世帯において児童がいる場合には、こども加算が加算されます。  

 （３）給付額につきましては、一世帯につき一律１０万円でございます。世帯に

児童がいる場合はこども加算として児童１人当たり５万円を加算いたします。  

 （４）支給日につきましては、確認書を７月中旬に発送し、確認書の返送を受け

て審査を行い、８月中旬から順次支給してまいります。確認書につきましては、世

帯の扶養状況や振込口座などの確認を行っていただきます。  

 （５）対象見込世帯数などにつきましては、１５０世帯を見込んでおり、こども

加算については、２０名と見込んでおります。  
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 （６）事業費ですが、１ ,６１６万１ ,０００円で、主な内訳は、職員時間外手当

６万３ ,０００円、事業費５万円、役務費４万３ ,０００円、使用料及び賃借料５ ,

０００円、負担金、補助及び交付金、物価高騰対策生活支援給付金（住民税均等割

世帯分）１ ,６００万円となります。  

 なお、財源につきましては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金１ ,６１

６万１ ,０００円で、補助率は１０分の１０となります。  

 説明は以上となります。  

○山口福祉保健課長   それでは、予算書の１４、１５ページを御覧ください。通

知いたします。  

 ３項生活保護費、１目生活保護総務費２４万５ ,０００円の増額は、細目生活保

護一般事務費２４万５ ,０００円の増額で、８節旅費１４万６ ,０００円の増額は、

人事異動により生活保護業務における任用資格である社会福祉主事の資格を取得す

る必要が生じたため、資格取得に必須の研修参加旅費１４万６ ,０００円及び１８

節負担金、補助及び交付金９万９ ,０００円の増額は、先ほどの旅費と同様、社会

福祉主事の資格取得のための研修等受講負担金９万９ ,０００円を増額するもので

ございます。  

 以上が福祉保健課の令和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の説明でござ

います。よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願いいたします。  

○仲委員長   福祉保健課長、１６、１７ページの教育費の２款小学校費の財源更

正、これ歳入などの説明、今してくれたよな、減額の５７８万、これについても財

源構成だけ説明してください。  

 １６ページの財源構成。  

○世古福祉保健課参事   こちらの財源構成に当たりますが、こちら先ほどの歳入

のみえ子ども・子育て総合応援補助金の部分の５７８万円分が減額となります。一

般財源ということになります。  

○仲委員長   ありがとうございました。  

 以上で福祉保健課の議案第３１号の説明が終わりました。  

 質疑はございませんか。  

○小川委員   それでは、物価高騰対応重点支援交付金についてちょっとお伺いし

ます。  

 住民税の均等割じゃないところの１５０世帯、均等割のところ１５０世帯、大体

３００世帯ぐらいあると理解すればよろしいんですか。  
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○山口福祉保健課長   そのとおりでございます。  

○小川委員   それと、去年対象になったところはこれ、今年は対象にはならない

んですよね。  

○山口福祉保健課長   令和５年度において同様の住民税非課税世帯及び住民税均

等割のみ課税世帯の給付金事業がありましたが、その方は今回は対象外となります。  

○小川委員   それと、扶養になっている方、そういう方も対象にならないんです

よね。  

○山口福祉保健課長   委員おっしゃるとおり、扶養されている方は今回対象とは

なりません。  

○仲委員長   他に質疑、ございますか。  

○濵中副委員長   ちょっと聞き漏らしかも分からないんですけれども、１５ペー

ジの社会福祉主事資格認定受講の必要ができたのは、制度上今までいなくてよかっ

たものが要るようになったのか、今まで持っていた人がいなくなったのか、異動さ

れたのか、ちょっとそれだけ確認させてください。  

○山口福祉保健課長   人事異動に伴って、資格取得されている方が他課へ異動さ

れたことによって、新たに異動で見えた方が資格を持っていないということで、今

回旅費と自己負担金を計上させていただきました。  

○濵中副委員長   取得までの期間と、そのない間は、業務に支障はどんな感じに

なりますか。  

○山口福祉保健課長   取得にかかる期間は、おおよそ１年近くかかってしまいま

すが、その間の資格がない部分については問題ございません。  

○仲委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   それでは、福祉保健課の議案第３１号については、質疑を終了いた

します。審査を終わります。  

 ありがとうございました。  

 １０分間休憩いたします。  

（休憩  午前１１時０２分）  

 

（再開  午前１１時０９分）  

○仲委員長   皆さん、よろしいですか。それでは、水産農林課の審査に入ります。  

 議案第３１号、まず説明をお願いいたします。  
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○芝山水産農林課長   よろしくお願いします。  

 議案第３１号、令和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議決について、

補正予算書及び資料に基づき、水産農林課に係るところを説明させていただきます。  

 歳入を説明させていただきます。  

 補正予算書１０ページ、１１ページをお願いいたします。通知します。  

 １５款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業費県補助金１０６万４ ,０００

円の減額は、みどりの食料システム戦略緊急対策交付金で、補助金の額の確定に伴

う減額でございます。詳細につきましては、歳出にて説明いたします。  

 続いて、歳出を御説明いたします。  

 補正予算書１４ページ、１５ページをお願いいたします。  

 ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、補正額１０５万７ ,０００円

の減額で、財源内訳は国県支出金１０６万４ ,０００円の減額、一般財源７ ,０００

円の増額でございます。  

 詳細につきましては、資料にて農林振興係の野田主幹から説明をさせていただき

ます。  

 資料を通知いたします。  

○野田水産農林課主幹兼係長   それでは、行政常任委員会資料１ページ、資料１

を御覧ください。  

 みどりの食料システム戦略緊急対策事業について説明させていただきます。  

 本事業は令和４年度から進めております１０分の１０補助の有機農産地づくり事

業であります。３年目となる令和６年度においては、補助金上限額６００万円を要

望しておりましたが、有機農業産地づくりに新たに取り組む自治体が増えたことか

ら、補助金が１０６万４ ,０００円減の４９３万４ ,０００円に確定いたしました。

このため、同事業の歳出を１０５万７ ,０００円減の５０２万６ ,０００円に減額す

るものであります。  

 歳出補正の内訳は、まず減額から、１２節委託料の有機農業推進業務委託料のう

ち、生産や農業指導に関する委託分２０６万２ ,０００円を減額します。  

 ７節報償費、講師謝礼８万円増で、これは有機農産物の給食提供時における食育

に関する講師謝礼です。  

 １０節需用費、消耗品費５９万５ ,０００円増で、これは、灌水試験用資機材、

販売台資材、学校給食試験用野菜を拡大し提供する費用となります。  

 １３節機器借上料３３万増で、これは昨年度好評であった軽トラの荷台に甘夏の
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ラッピングの下に枠を設置し、移動しながら販売やＰＲを行うための荷箱の借上料

です。これらトータルすると１０５万７ ,０００円の減額となります。  

 減額した生産農業指導に係る委託分については、別の新たな補助メニューで採択

を受けましたので、そちらで有機農業に関する生産や農業指導を実施いたします。  

 新たな採択を受けた事業につきましては、３項の括弧書きの中にあります。  

 新たに採択された補助事業は、グリーンな栽培体系への転換サポート緊急対策事

業で、専門家による技術指導を行い、有機農業への栽培転換を図る補助メニューで

す。１０分の１０補助で、２９７万３ ,０００円の採択を受けております。  

 なお、グリーンな栽培体系への転換サポート緊急対策事業につきましては、農業

者を中心とした尾鷲市有機農業産地づくり推進協議会への直接補助となるため、一

般会計には計上されておりません。  

 結果、一般会計のみどりの食料システム緊急対策事業は１０５万７ ,０００円減

の５０２万６ ,０００円となりますが、協議会が主体となるグリーンな栽培体系へ

の転換サポート緊急対策事業が新たに採択を受けたことから、有機農業に関連する

補助事業は１９１万６ ,０００円増の７９９万９ ,０００円となります。  

 今年度は、市と協議会がそれぞれ有機農業を軸とした農業振興を進めてまいりま

す。  

 説明は以上です。  

○芝山水産農林課長   以上で令和６年度の第２号補正に係る水産農林課の説明を

終わります。よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願いいたします。  

○仲委員長   ありがとうございます。  

 以上が水産農林課の議案第３１号の説明であります。  

 質疑ございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   質疑なしと認めます。  

 それでは、報告事項をお願いいたします。  

○芝山水産農林課長   それでは、報告事項２件ございまして、まず、１点目を御

説明させていただきます。  

 資料の２になります。通知をさせていただきます。  

 令和４年３月１日に尾鷲市ゼロカーボンシティ宣言を行って以降、共にその具現

化のために検討を重ねているチームにおきまして各種取組を進めているところでご

ざいますが、このたび尾鷲市市有林でのＪ－クレジットの取組におきまして、一つ
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のくさびとしての成果を出すことができましたので、その内容について、担当して

おります千種参事、それから林業技師の髙村主任から資料を説明させていただきま

す。よろしくお願いいたします。  

○千種水産農林課参事   それでは、資料２の２ページをお願いします。  

 今回は、尾鷲市における森林吸収系Ｊ－クレジットの創出と活用についての報告

をいたします。  

 次のページをお願いします。  

 第１次産業での環境価値の創出についてです。  

 現在、水産農林課では、農業については有機栽培によるオーガニックビレッジ、

林業については生物多様性によるグリーンカーボン、水産業については藻場再生に

よるブルーカーボンといった環境に配慮したサステーナブルな１次産業を推進して

おります。  

 狙いは二つあり、農、林、水のそれぞれの取組を通じて、まず、第１に１次産品

に新たな価値をつけること。続いて、第２に活動を共に行い支援していただける企

業を呼び込むことを目指しております。  

 次のページをお願いします。  

 森林での環境価値の創出についてです。  

 このたび、Ｊ－クレジットについて取得手続のめどがついたことと、令和５年度

にて先行して取り組んだＳＩＮＲＡプロジェクトでの販売収入がありましたので、

森林吸収系Ｊ－クレジット制度についての説明をさせていただきます。  

 まずは、Ｊ－クレジット制度の説明をさせていただきます。  

 Ｊ－クレジット制度は、省エネルギーや再生可能エネルギーによるＣＯ２等の排

出削減量や適切な森林経営活動によるＣＯ２等の吸収量をクレジットとして国が認

証するもので、本市においては、市有林での森林管理によるＣＯ２等の吸収量とし

ております。また、発行されたクレジットはカーボンニュートラルを目指す企業や

団体などへ売却することが可能となっております。  

 続きまして、市有林におけるＪ－クレジットの取組についての詳細を担当の髙村

より説明いたします。  

○髙村水産農林課主任   私のほうから、Ｊ－クレジット申請状況について、御説

明させていただきます。  

 資料、５ページを御覧ください。  

 こちらの資料は、本市のＪ－クレジットの創出想定表となっております。令和５
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年度に国が運営するＪ－クレジット制度に認証されたものであり、一番下の段の数

値が登録期間中に吸収する二酸化炭素吸収量の想定値となっております。  

 なお、資料に記載しております数値に関しましては、書類上想定できる最大値で

あり、実際の現地モニタリングの結果では減少するものと考えられます。  

 対象面積といたしましては、資料左下段に記載されております人工林８１３ヘク

タール、天然林１ ,２２８ヘクタールであり、本市で管理する森林経営計画を基に

した面積でございます。  

 なお、左端１年目の列、令和５年度創出分である５５１トンＣＯ２に関しまして

は、令和３年から２か年ＬＩＮＥヤフー株式会社様から御寄附いただいた企業版ふ

るさと納税を活用し、整備を行った九鬼町の市有林、通称みんなの森を中心とした

エリアから創出したものとなっております。  

 また、今回新たな取組の一つといたしましては、令和５年度の制度改正により新

たに対象となりました天然林について申請を行い、市有林では１ ,２２８ヘクター

ルが登録エリアに認定されたことを併せて御報告させていただきます。  

 ４年目の令和８年度分には、登録した市有林全部がクレジット認証される予定で

あり、最大６ ,５８５トンＣＯ２の二酸化炭素吸収量を見込んでおります。  

 資料６ページをお願いします。  

 こちらの資料は、企業と連携した新たな販売経路を表したものとなっております。

従来Ｊ－クレジットの販売は、企業、団体のみとなっておりますが、本市での脱炭

素に資する様々な活動を広く知っていただきたいということも含め、本市のゼロカ

ーボンシティの活動の中から設立された株式会社ｐａｒａｍｉｔａ、そのｐａｒａ

ｍｉｔａが運営するＳＩＮＲＡプロジェクトを通し、環境価値や社会問題に関心の

ある個人にもバタフライエフェクトというチョウチョウのデジタルアートに本市の

Ｊ－クレジットをひもづけて販売しております。  

 様々な方に尾鷲の森林に興味を持ってもらうことで、本市に対する関係人口、さ

らには活動人口の創出にもつながると考えております。  

 資料７ページをお願いします。  

 令和５年度ＳＩＮＲＡプロジェクトを通し、本市で初めてのＪ－クレジット収入

の御報告をさせていただきます。  

 令和５年度では、２７８トンＣＯ２のＪ－クレジットが販売されました。  

 内訳につきましては、購入者１９０件の方から、１トンから１０トンＣＯ２の購

入数となっております。１トンＣＯ２当たりの価格に関しましても、相対で協議し
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た結果８ ,０００円とし、購入数である２７８トンＣＯ２を掛けた２２２万４ ,００

０円を令和５年度分のＪ－クレジット販売収入として歳入いたしました。  

 資料８ページをお願いします。  

 販売収入の利活用に関しましては、大きく２点を挙げております。  

 １点目といたしましては、尾鷲市有林の森林の境界確認を行うことで、次年度以

降のＪ－クレジット対象エリアの明確化を行うことです。水産農林課で運用してい

る森林経営管理システムと同期させ、デジタル上で森林の見える化を図ることを考

えております。  

 ２点目といたしましては、本市とともにゼロカーボンシティの実現に向けた取組

をしております一般社団法人Ｌｏｃａｌ  Ｃｏｏｐ（ローカル・コープ）尾鷲への

活動負担金として考えております。  

 この活動負担金に関しましても、生物多様性をキーワードとしたみんなの森の森

林整備や本市の目指すまちづくりに共感していただく企業への営業、関係人口の創

出が活動として挙げられることから、結果、尾鷲市に還元されるものであると考え

ております。  

 これらの活動を通し、環境保全型の森林経営を民有林への横展開も考えており、

今後仕組みづくりをＬｏｃａｌ  Ｃｏｏｐ（ローカル・コープ）尾鷲をはじめ、関

係各所と協議させていただきます。  

 なお、Ｊ－クレジット収入の増加が今後見込まれることから、９月議会に向け、

基金の設立の御相談を今後させていただきたいと考えております。  

 資料９ページをお願いします。  

 以降、９ページ、１０ページに関しましては、株式会社ｐａｒａｍｉｔａが運営

するＳＩＮＲＡプロジェクトの活用事例を御紹介させていただきます。  

 令和６年６月５日より、小田急電鉄が自社、箱根での旅行プランにＣＯ２フリー

なエシカル旅プランというものを株式会社ｐａｒａｍｉｔａと共同で開発いたしま

した。  

 資料１０ページをお願いします。  

 １０ページでは、その事業スキームとなっております。  

 箱根での宿泊や食事などのツアープランにエシカル旅行代金として箱根の環境保

全費用、そして本市のＪ－クレジット購入費をセットすることで、環境に配慮した

ＣＯ２フリーな旅行を楽しむものとなっております。  

 現在、社会状況を踏まえますと、今後Ｊ－クレジットなどの環境価値をひもづけ
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たエシカル商品が増加すると想定されることから、本市におきましても、ローカ

ル・コープ尾鷲や株式会社ｐａｒａｍｉｔａ、さらには協定を結ぶ企業、団体とと

もに、多くの企業に尾鷲の１次産業、ひいてはまちづくりに関わってもらえるチャ

ンスが来ていると考えております。  

 説明は以上です。  

○芝山水産農林課長   報告の一つ目は以上でございます。  

○仲委員長   続いて、熊の関係もいってください。  

○加藤市長   私のほうから熊の出没に対する対応、これにつきまして報告いたし

たいと思います。  

 今年度に入って、特に５月下旬からなんですけれども、当初は２６日なんですけ

れども、５月下旬以降に尾鷲市内でも目撃情報が相次いでおるという、こういう状

況です。こういうことを踏まえまして、私はこの状況では、市民の皆さんとかある

いは熊野古道などに来訪されている皆さんの安全安心を担保するには大変厳しい、

こういうことを判断しました。  

 先日、三重県の尾鷲農林水産事務所長がお越しになりまして、紀伊半島のツキノ

ワグマは、絶滅の可能性のある個体群とのことで、駆除はできないということなん

ですけれども、やはり人の命に関わる話ですので、特に駆除はできないということ

は認識しているけれども、何とか捕獲することができないのかというようなことで

県のほうにも要請いたしております。  

 市の水産農林課におきましては、現在いろんな形で情報が寄せられております。

それを速やかに整理しながら、その整理したものを速やかに公開することによって、

広く市民あるいは来訪者の方々に啓発するように、こういう指示を出しているとこ

ろでございます。  

 一番ポイントになったのは、昨日、市民の方から尾鷲南インター付近に出没した

画像、これを提供していただきました。これまでいろんな情報はあって、ツキノワ

グマかな云々というようなこともあったんですけれども、やはりこの画像を見て、

もう本当にツキノワグマで間違いないという、こういう認識をしたところでござい

ます。  

 これまでの一連の情報と現在対応している内容について、水産農林課長のほうか

ら詳細を説明させていただきたいと思います。  

○芝山水産農林課長   それでは、資料のほう、私から説明をさせていただきます。  

 資料の１ページを御覧ください。  
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 こちらが先ほど市長が申し上げました、市民の方から提供をいただきました、尾

鷲南インター手前の国道４２号線沿いの熊の様子でございます。  

 これまで当課に寄せられていました情報では、大きさが５０センチ前後の子熊ら

しきものというような情報がほとんどでございましたが、この写真を見て、実際フ

ェンスの大きさなども測ってきたのですが、９０センチ程度あるものと思われます。

また、胸のマークは見えないものの、この形を見ると、また、フェンスを上ってい

るというような状況を見ると、ほぼツキノワグマであるというふうに確定をしたも

のでございます。この個体は専門家の方に聞きますと、３歳前後の成獣ではないか

というふうにおっしゃっております。大体２歳ぐらいまでは親子で、親と共に行動

するということでございましたが、これはひょっとしたら親離れをしたすぐぐらい

の個体ではないかということで、今までの目撃情報も、子熊らしきもの１頭の目撃

がほとんどだったものですから、もうほぼこの個体が親離れをしてすぐで、歩いて

いるようなところが目撃されたというふうに思っております。  

 次のページを御覧ください。  

 こちらの地図は、令和５年度から令和６年の今年の６月１１日までに寄せられた

情報を地図に落とし込んだものでございます。  

 こちらは、赤い丸印、ピンクの文字が、令和６年度に入ってからのものでござい

ます。この地図と目撃情報を基に関係者と対応協議をしているところでございます

が、特に可能性といたしましては、１１日に新田町で目撃された個体につきまして

も、この写真のものが南インターのところから一山越えて新田町のところまで移動

したものというふうに思われます。  

 こういう一連の出没状況を鑑みまして、先ほどの市長のお話のとおり指示があり

まして、三重県にツキノワグマ用の被害防止策捕獲おりを設置するような申請手続

を行いました。本日、許可が下りまして、先ほど当課の職員と県の獣害担当職員、

または獣害パトロール員や猟友会の皆様方と適切な場所におりを設置してまいりま

した。このことによりまして、この個体、写真に写されている個体がそのおりに無

事捕獲をされましたら、絶滅の可能性のある個体群ということで駆除はできないも

のですから、三重県の指示によりまして、一般個人が立ち入らない尾鷲市の市内の

奥山のところに、法に基づいた手続により放獣をしてくるということになります。  

 ツキノワグマは非常に神経質で、なかなか簡単に捕獲はできないという話もある

のですが、なるべく早期に捕獲できることを期待しているところでございます。  

 もう一ページ、最後のページをおめくりください。４ページになります。  
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 被害防止捕獲おりの設置のほか、尾鷲市としての今後の対策を記載させていただ

いております。  

 １番が先ほどの捕獲おりの設置申請というところでございます。  

 ２番につきましては、特に市民や来訪者の皆様に的確な情報をお伝えするという

ためにも、アナログとデジタルの両立てで啓発活動を行っていきたいと考えており

ます。ポスターを今作成しておりまして、大至急作成しているところで、出来上が

りましたら、市内広報版や公共機関、集客交流施設や御協力いただけるスーパーや

コンビニというような、人目につくようなところに貼付けをしていきたいと。おお

むね６０か所から７０か所ぐらい、貼付けつけすることができればというふうに考

えております。  

 それとそのポスターには、４ページの一番下に載せてありますＱＲコード、こち

らを全てに記載しまして、これを読み込んでいただきますと、全て尾鷲市のホーム

ページの熊の情報のページに飛ぶような仕組みにしておりますので、最新情報はＱ

Ｒコードを読める方はこちらから読んでいただきたいというふうに考えております。

尾鷲市のホームページの一番最初の画面、トップ画面のところに緊急情報という欄

がございます。ふだんは災害時の情報を載せるところになるんですが、今そちらに

熊の出没に御注意くださいという掲示をさせていただいておりまして、そこをクリ

ックしていただくと、このＱＲコードと同じく、尾鷲市のホームページの熊の情報

のところに飛ぶような設定をさせていただいております。  

 また、４番、５番のところになりますが、今後の対応といたしまして、昨日です

が、尾鷲警察の生活安全課、それから三重県の農林水産事務所、それと庁内の関係

課といたしまして、教育総務課、福祉保健課、商工観光課、生涯学習課、環境課、

それぞれの立場で一斉に集まっていただきまして、今後の対応の協議を行いました。  

 特に、警察のほうからも今後パトロールの強化というところでは、来週金曜日、

２１日まで少し強化的にパトロールをしていこうということで、パトカー３台と、

それから本市のほうでも、防災のパトロールカーである赤いパトロールカーを出し

て、それぞれ巡回して回っていきたいと。特に尾鷲小学校、矢浜小学校、尾鷲中学

校の学校区に、ちょうど新田町から一山越えた桂ヶ丘の辺りが入ってくるものです

から、その辺りを特に重点的に、登下校時間に合わせたパトロールを強化していき

たいというふうに考えております。  

 このような形で、個体がおりに捕獲されて、しかるべき奥山に放獣していくとい

うのが一番分かりやすい対応になるのですが、それまでの間は、警察ともいろいろ
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情報共有をしながら迅速なパトロールをしていきますが、市民の皆様方にも特に餌

場になるような、ごみ出しとか、あとは家庭菜園をされている方におかれましても、

そういう餌場になるようなところの管理というものを徹底していただきたいという

のが我々からのお願いになります。  

 この内容につきましては、本日１６時３０分から尾鷲市記者クラブの皆様に同じ

情報を提供させていただいて、マスコミからも市民の皆様に広く広報していただけ

るようなお願いをしてまいりたいというふうに思います。  

 また、この情報につきましては、順次御報告をさせていただきたいと思います。  

 以上です。  

○仲委員長   ありがとうございます。  

 報告事項２件の説明でございました。  

 報告事項２件について質疑、ございますか。  

○南委員   熊のほうからなんですけれども、最近目撃情報が多いということで、

全国的には死亡事故につながる大きな事故が日常茶飯事的な問題になっております。

今、説明していただいたんですけれども、出没地域で１頭の個体と考えておるんで

すか。それとももっと複数の個体を考えているんですか。それ１点だけ。  

○芝山水産農林課長   生息調査をしていないものですので、的確なことは申し上

げられないのですが、熊の生態上、先ほど申し上げたように２歳程度までは親子で

動いていくもの、それとあまり群れで動くようなものではないので、個別に１頭、

２頭の親子ぐらいが、もしくは成獣１頭が動いていくというふうに言われておりま

して、資料によりますと、雄では大体三、四十キロから５０キロ、多いときには１

００キロ移動するというふうに言われています。そういうことを考えますと、やっ

ぱり、今この辺り、この地図上に出ている個体は、全部が今まで五、六十センチの

子熊という報告でしたので、これ見た目によっては歩いているところを見ると背中

が丸まって五、六十センチに見えるかも分からないので、ほぼこの個体ではないか

という想定はしております。ただ、ほかにいないとはちょっと限らないのでそこは

明らかではないです。  

○南委員   万全を期して、差し当たってはパトロール、そういったことしかでき

ないので、ぜひとも獣害対策委員さんみたいなんかもその中へ加わると思うんです

けれども、特に猿やとか鹿の対策に、そういった意味でも全庁力を上げて、安心安

全を守っていただきたいと思います。  

 それと、森林、Ｊ－クレジットのほうなんですけれども、今説明していただいた
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７ページの中で、５年度の購入額は２７８トンということで、２２２万幾がしかの

収入が上がっておるんですけれども、当市としたらＪ－クレジットの販売額の目的

の総数、ヘクタール、大体どれだけ予定しております。  

○芝山水産農林課長   先ほどの資料の５ページをちょっと通知させていただきま

す。よろしいですか。  

 これが今プロジェクトとして申請している想定表になるんですが、今委員が言っ

ていただきました２７８トンの販売というものは、一番左端の１年目の列を御覧く

ださい。１年目の列の一番下、１ ,１４９トンとあります。このうちから先行販売

としてＳＩＮＲＡプロジェクトにて２７８トン販売をしていただいているものでご

ざいます。今後、認証されるのが大体今年の１１月ぐらいと考えています。そこで、

１ ,１４９トンにどれぐらい近い数字が認証されるか、ちょっとまだそれになって

みないと分からないんですが、その数字、それから、２年目、３年目、４年目とそ

の面積を増やしていくことによって、４年目で最大６ ,５８５トンのクレジットの

認証が受けられるというふうに考えています。  

 これを今回、相対で８ ,０００円という価格で取引させていただいていますが、

例えばこれを８ ,０００円で売ることができたとしたら、恐らくは４ ,８００万円程

度の収入になるというふうに考えております。  

○仲委員長   他に。  

○中村委員   これ非常に分かりにくいんですけれども、Ｊ－クレジットで、現金

でも売買できるにもかかわらず、これわざわざ仮想通貨で売って、手数料をこの会

社に払って、その残りを尾鷲市がもらって、それをまたここに全額事業費として補

塡するみたいな、すごい意味がよく分からない制度を取られているんですよ。  

 この会社のこれ今回の分かりにくいもう一つの点は、箱根でエシカル旅の中に、

尾鷲市のＪ－クレジットが矢印で入っていることになるんですけれども、なぜ尾鷲

市のクレジットが箱根に使われるのか。そこらのところの整合性、尾鷲市の旅行に

使っていただくなら分かるんですけれども、ここらについてとか、それから、この

制度で、太陽光発電もされるようなことを前、お聞きしたと思うんですけれども、

それも中国産、中国製の後で処分が困るような太陽光のすごくそれを進めておられ

ると思うんですけれども、純日本製のペロブスカイトがもうすぐできると思うんで

すけれども、そのような太陽光発電というのはこの会社は考えておられるのかお聞

きします。  

○芝山水産農林課長   まず、Ｊ－クレジットの考え方でございますが、二酸化炭
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素吸収量、森林では二酸化炭素吸収量をこのようなトンに換算しまして、それを企

業に販売することができるという制度です。企業は、なぜじゃあこういう二酸化炭

素の吸収量を購入するかといいますと、２０５０年までにカーボンオフセットをし

ないといけないという、プライム市場的にはそういう義務が生じています。どうし

てもゼロにはできないので、ゼロにできない分をこういうところで購入する。そこ

のところで、まずは企業に相対で取引するというところなんですが、現在の市場マ

ーケットのほうでは、実はまだそれが動き切っておりません。Ｊ－クレジットはど

ちらかというとあふれているという状況です。相場を見ますと、Ｊ－クレジットの

１トン当たりの価格は、２ ,０００円程度から１万円程度というところで、幅がこ

れほど出てきています。もちろん企業にとりましては、自社の二酸化炭素を相殺す

るのに安いほうが、それは企業利益としては当然あると思うんです。ただ、あまり

そういう安いクレジットばっかり買っている企業は、投資家とか株主の方から高い

評価を得られないというのも出てきておりまして、そこで企業は一緒に活動してい

く活動指標というものも取組の中にレポートに書き込んで報告するように今なって

きております。そんなような背景がありまして、本市のＪ－クレジットにつきまし

ても、これから取得していくトン数を相対で売り切っていきたいという、もちろん

こちらも逆に取得をすれば、そういうノルマというか、課題が出てまいります。今

多くの自治体が売り切れずに、いわゆる入札とかでちょっと安く販売しているとい

うような状況で、今のプライム市場でも平均は６ ,０００円に満たないほどで取引

されております。そういった中で、本市は、幾らで相手方が販売されるかはちょっ

と別において、今の相場では、本市の収入は、８ ,０００円は何とか担保したい。

この後もっと上がってくればもちろんそれに伴ってこの相場も上げていきたいと思

っていますが、当面、今年、来年辺りは、今の相場で考えますと６ ,０００円程度

でしか平均相場が動いていないところを８ ,０００円では販売していただきたいと

いうようなところで、ｐａｒａｍｉｔａ側にも交渉、もちろんこれから、今ちょう

ど幾つかの企業も交渉しているところがあるんですが、その企業にも、まずはうち

は８ ,０００円で売らせていただきたいです、それだけ活動にもお金がかかってい

ますということと、一緒に活動していただける企業に売りたいということで、共に

活動を尾鷲市の中で、社員を派遣していただいたりとか、何か専門的なノウハウを

こちらの１次産業に教えていただいたりとか、そういうような企業を探しながら、

営業しながら、今販売手続をしているというところです。  

 その中で、箱根のプロジェクトにつきましては、ｐａｒａｍｉｔａという会社が
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いろんなところに営業を、全国展開で尾鷲のＪ－クレジットをより広く活用してい

ただきたいということで、今取組をしていただいているということです。ですので、

８ ,０００円をベースに売らせていただいておりますので、相手方がそれは幾らで

売れているのかというよりも、我々としては８ ,０００円を担保させていただきた

いというところで交渉しています。  

○中村委員   今説明していただいたんですけれども、これ千百四十何ぼのＣＯ２が

あって２７８トンＣＯ ２しか８ ,０００円で売れていないということですよね。こ

れを別に２ ,０００円で全部売り切ったほうが価格的には高いかもしれないし、今

言われているここの会社の提携先だけに売ったら８ ,０００円で売れるみたいな話

を今説明されたんですけれども、そういうふうなＪ－クレジットではないと思うの

で、Ｊ－クレジット、もちろんＣＯ２の排出量が、今後世界的にうまいこといくの

かいかないのかは別として、８ ,０００円で売りたいというのは、市場の価格変動

とはもう全く違う、２ ,０００円から１万円で売れるもので、８ ,０００円ぐらいで

売ってほしい、売ってほしいのは分かりますけれども、今後８ ,０００円で６ ,３４

７トンＣＯ２みたいな量が出てきたのが売れるかどうかというところに、市場の値

段に合わせたほうが今後売れる可能性があるんじゃないかなと思うんですよ。だか

ら、この企業のやられていることというのが非常に分かりにくいので、もっと分か

りやすい説明を常々していただきたいと思います。分かりにくすぎます、市民にと

っても、私たちにとっても。  

○芝山水産農林課長   確かにＪ－クレジット制度自体が単純に二酸化炭素吸収量

を販売するということのそもそもが分かりにくいところがあって、でも、我々にと

っては、二酸化炭素の吸収量、山を売るわけでも木を売るわけでもなく、二酸化炭

素の吸収量を現金化することができるという非常に有効的な手段である、そこはも

ちろん委員さん十分御承知のことだと思います。  

 あとは関係人口、関係企業を増やしていきたいという思いが強いものですから、

一般的なこれまで取得している自治体はほとんどが相対で取引している関連企業に

売ったり、あとは入札で売っています。我々はそういうところじゃなくて、尾鷲の

まちづくりに興味を持っていただけるようなところを今少しでも探していきたい、

でも、確かに今委員言われたように、これが売れなかったらどうするのと言われた

ときに、最後の最後は２ ,０００円でも買っていただけるところがあったら入札で

も売っていかないといけないかも分からない。でも、そうならないように我々は今

企業といろんなところで話合いをしながら、尾鷲を応援していただける企業を探し
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ているという状況で、今幾つか複数社、まだちょっと秘密保持の契約の関係で申し

上げられませんが、幾つかの企業ともいろいろお話はさせていただいております。  

○中村委員   今言っていただいたような努力を市職員の方がしていっていただけ

るのは非常にありがたいですし、本来、尾鷲市の市有林というのは、尾鷲市役所の

財産ですので、そこから発生するＣＯ２の吸収を売っていくというのも本来市役所

の仕事なんですよ。それをどこかにまくってこれをやってもらうというんじゃなく

て、今関わっておられるようなことを本来自前でしていって、これ最終４ ,０００

万にもなるような事業ですので、これを全額どこかの企業に持っていかれるんじゃ

なくて、今後減っていく税収入として尾鷲市がこれをちゃんと管理して、売ってい

くというふうな努力をしていただきたいなと思います。  

○芝山水産農林課長   今取り組んでいるのは、我々が協定を結んで一緒に取り組

んでいるもので、委託で丸投げしているような関係ではなくて、一緒に尾鷲のまち

づくり、逆に我々は１次産業としてこういうまちづくりをしたいんだ、尾鷲はこう

いうまちづくりをしたいんだというのを東京支部のような形でお伝えをしながらと

いう想定で営業をかけている。ですので、イニシアチブは完全に我々の尾鷲市がま

ちづくりとしてつかんでいるという関係でやり取りをさせていただいております。  

 それと、ｐａｒａｍｉｔａという会社の販売につきましては、最終的にローカ

ル・コープ尾鷲に全部負担金として出していきますが、この負担金は尾鷲での活動

に全部還元をされております。みんなの森に今何十人と人が入っていただいて、整

備をしていただいたり、そういうところに全て還元されているお金でございますの

で、どこかの企業に全部丸取り、横取りされているというような発想ではないです。

むしろ全部尾鷲に戻ってきているというところ、しかもそれをフィルターを通して

拡大しながら、いろんな企業に営業をかけながら戻ってきているというところの取

組となっております。  

○仲委員長   中村委員さん、以前にゼロカーボンシティの関係でローカル・コー

プ等の説明をどこかのあそこでしたかな、それがいろいろ進化をしてきていますも

んで、また、委員会としては機会を設けて、みんなの森とかローカル・コープとか、

今回、新しいＳＩＮＲＡプロジェクトの関係もありますので、全体をまた再度皆さ

んに確認をしていただくという意味で、担当課へ要請して説明を受けたいと思って

いますので、担当課はよろしいですね。そういうことで機会を設けたいと思います

ので、よろしくお願いします。  

○小川委員   今ＣＯ２の削減で山を使っていますけど、藻場という海のほうがＣＯ
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２の吸収率高いですよね。藻場再生事業もやっているんだったら、藻場も使って、

これはブルーカーボンですか、これでＪ－クレジットをやったほうが吸収率も高い

し、そのお金で藻場再生とか水産業の発展にもつながって、また、違う水産関係の

会社も買っていただけるんじゃないかと思うんですけど、その点はいかがなんです

か。  

○芝山水産農林課長   確かにおっしゃるとおりです。藻場につきましては２０年

来再生活動をやっておりまして、今、ブルーカーボンのほうの事務局のほうにも、

うちのデータを全部出しまして、どの程度のトン数が認証されるかというトン数ま

では大体把握はしております。あとはそれを１トン当たりどのような形で売ってい

くのかというところになるんですが、１点ちょっと足踏みをしているところは、ブ

ルーカーボンの場合は、制度上、売上げた金額は、全て新たな海の活動に、藻場再

生の活動に、もう一回還元していくということに回していかないといけない。それ

をしていくに当たってどういう方向性で、今はウニ除去がメイン、ガンガゼ除去が

メインなんですが、ガンガゼ除去をする、例えば人材の確保であったりとか、あと

は、ガンガゼ除去だけでいいのか、どういう形でモニタリングをしていくのかとか、

そういったところをちゃんと確立させてそこの財源として使っていきたいというふ

うに考えていますので、もう取得できる手続まではいけています。  

○小川委員   そっちのほうの事業に使わなきゃならないというんでしたら、藻場

再生の種を、ガンガゼ駆除だけじゃなしに、藻場の種をまいたりすることもできる

んじゃないですか。そういうふうに使ったらいいんじゃないですか。  

○芝山水産農林課長   その辺りも含めて、日本自然保護協会というところと今一

緒に活動しているんですが、そこの日本自然保護協会の海の専門家の皆様方にもち

ょっと尾鷲の海の状況を見ていただいて、藻の生え方とか、だんだん亜熱帯種に藻

も変わってきていますので、そういったところの研究も今一緒にやっていますので、

その辺りがちゃんと明確に事業として落とし込めるようになったら、そこの財源を

取りにいきたいと思っています。  

○仲委員長   他に質疑、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   なしと認めます。  

 これで、水産農林課の審査を終了いたします。ありがとうございました。  

 あと３課ですもんで、昼を過ぎても大体１２時半過ぎぐらいまでやり遂げたいと

思うんですけど、よろしいですか。  
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   それでは、次、商工観光課お願いします。  

 議案第３１号については、政策調整課で説明済みでありますので、報告事項のみ

ということで、説明をお願いいたします。  

○濵田商工観光課長   それでは、商工観光課です。よろしくお願いいたします。  

 行政常任委員会資料１ページを御覧ください。通知させていただきます。  

 第７１回おわせ港まつりの進捗状況についてであります。  

 開催日は８月３日土曜日、雨天の場合は翌日４日への順延となっております。  

 具体的な行事内容です。  

 ２２年ぶりの復活となります尾鷲節パレードにつきましては、午後４時から開始

を予定しており、パレードのコースといたしましては、紀望通りの西村整形外科前

から、黒潮道路を渡った大会本部前までの約２００メーター間です。おおよそ１団

体３５分から４０分程度を想定しております。  

 ５月末時点の参加申込み状況といたしましては、１１団体１５７人、個人の一

般・学生で３６人、計１９３人となっており、現在でも団体、個人からの申込みは

徐々に増えており、２５０名を超えております。  

 なお、この数字につきましては、市職員は含まれておりませんので、現在各課か

らの報告を受け、取りまとめ中であります。  

 次に尾鷲港特設ステージです。  

 パレード終了後の午後６時半から開始となっており、昨年度の第３６回全国尾鷲

節コンクール優勝者である尾鷲中学校２年生の仲勇人さんによるステージ、尾鷲節

保存会、坂東流柳蛙会による尾鷲節及び尾鷲節踊り、ロックジャム及び尾鷲節保存

会こども太鼓による太鼓饗宴となっております。  

 そして、特設ステージ終了と同時に海上花火大会となっております。今回は、昨

年度の反省を踏まえた関係機関からの御意見や市民の皆様の声も参考にし、３０分

前倒しの午後７時３０分開始とさせていただいております。  

 なお、昨年度を打ち上げることができませんでした花火につきましては、本年度

のプログラムに昨年度分の花火であることを明示させていただいた上で、本年度打

ち上げさせていただきます。  

 おわせ港まつり当日は、午前９時から午後１時まで、尾鷲魚市場で尾鷲イタダキ

市が同時開催されますが、市内事業者の皆様から夜まで出店したいとの御意見があ

りましたので、今回、おわせ港まつり実行委員会として初めて尾鷲マルシェという
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形式で地元出店ブースを設ける予定となっており、現在、出店募集を行っていると

ころであります。  

 なお、実行委員会では、そのほか新たな取組を検討しているとの報告を受けてお

ります。  

 以上、第７１回おわせ港まつりの進捗状況についての報告とさせていただきます。  

 続きまして、２ページを御覧ください。  

 熊野古道世界遺産登録２０周年記念イベントについてであります。  

 平成１６年７月７日に熊野古道が世界遺産に登録されてから本年で２０周年を迎

えます。これを記念し、登録日である７月７日に、県主催で三重県立熊野古道セン

ターにおいて、スペイン・バスク自治州関係者をお招きし、国際シンポジウムが開

催されます。国際シンポジウムの詳細は、現在県で詰めていただいておるところで

ありますが、それに合わせて、尾鷲市として、同会場において、「スカイランタン

に願いをこめて」といたしまして、将来の尾鷲を担うひのきっこ子ども園や市内の

各保育園、小中学校の子供たちに絵付け等をしていただいたスカイランタン１００

基を夜空に打ち上げます。開始時刻は午後６時半からを予定しておりますが、県主

催の国際シンポジウムとの連携を図るため、シンポジウム終了後、午後４時過ぎに

なるかと思いますが、参加者であるバスク自治州関係者や三重県知事にも告知の意

味も兼ねて一部スカイランタンの打ち上げをお願いしているところであります。現

在、県の事業担当課と協議を進めているところであります。  

 また、スカイランタン事業に併せて尾鷲観光物産協会として、同じく三重県立熊

野古道センターにおいて、午後５時から午後９時まで、尾鷲市在住の１２事業者に

よる飲食物販ブース等の出店、市内団体によるダンスも予定しておりますので、皆

様の御来場をお待ちしております。  

 ページ番号は入っておりませんが、３ページ、４ページは、尾鷲観光物産協会で

作成いただきましたチラシを添付させていただいておりますので、後ほど御覧いた

だければと思います。  

 以上、熊野古道世界遺産登録２０周年記念イベントについての報告とさせていた

だきます。  

 商工観光課からの報告は以上となります。  

○仲委員長   ありがとうございます。  

 以上が商工観光課の報告事項でございます。  

 何か質疑ございますか。  
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（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   質疑なしと認めます。  

 商工観光課、審査終了します。御苦労さんでした。  

 次、教育委員会。  

 あと２分で正午の時報ですもんで、しばらくお待ちください。その間に準備をお

願いします。  

（休憩  午前１１時５７分）  

 

（再開  午後  ０時００分）  

○仲委員長   それでは、教育委員会の審査に入ります。  

 審査に入る前に教育長より挨拶があります。  

○田中教育長   教育委員会生涯学習課です。よろしくお願いいたします。  

 それでは、議案第３１号、令和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議決

についてのうちの生涯学習課に係る部分につきまして担当課長より説明いたさせま

すので、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  

○仲委員長   教育委員会の歳出で、小学校費、学校管理費の財源構成については、

既に福祉から説明をいただいていますので省略してください。  

○山中生涯学習課長   それでは、議案第３１号、令和６年度尾鷲市一般会計補正

予算（第２号）の議決についてのうち、生涯学習課に係る予算について御説明をい

たします。  

 歳入から説明をさせていただきます。  

 通知いたします。補正予算書の１０ページ、１１ページを御覧ください。  

 ２０款諸収入、５項雑入、１目雑入のうち、生涯学習課に係るものは、８節教育

費雑入で１３７万５ ,０００円の減額で、内容は、芸術文化振興育成事業助成金で

ございます。  

 続きまして、歳出について御説明をいたします。  

 通知させていただきます。補正予算書の１６ページ、１７ページを御覧ください。  

 ９款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総務費につきましては、その他特定

財源１３７万５ ,０００円を減額し、一般財源１３７万５ ,０００円を増額とする財

源構成でございます。  

 内容は、尾鷲市市制施行７０周年記念演奏会に係る公益財団法人三重県文化振興

事業団からの助成金の額の決定によるものでございます。  
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 改めて、尾鷲市市制施行７０周年記念演奏会について御説明をさせていただきま

す。  

 通知いたします。委員会資料１ページを御覧ください。  

 これは、当日会場でお配りするチラシでございます。開催は令和６年６月３０日

日曜日、開演が１４時３０分を予定しております。  

 演奏会は、昨年創立１００周年を迎えた日本で一番歴史があり、大阪を拠点とす

るプロの吹奏楽団で、日本３大吹奏楽団の一つとされている公共吹奏楽団であるＯ

ｓａｋａ  Ｓｈｉｏｎ  Ｗｉｎｄ  Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ（オオサカ・シオン・ウイ

ンド・オーケストラ）を招き開催することにより、次代を担う市内の小中学生など

に、プロの質の高い本物の音楽に身近に触れていただく機会を創出するものでござ

います。  

 ２ページを御覧ください。  

 当日の演奏曲目でおおよそ１時間３０分を予定しており、前半はクラシック系、

後半はカジュアル系の２部構成となっております。  

 本演奏会には、市内の小中学生や来賓者などを招待し、一般観覧者を含めると満

席となることが見込まれております。一般観覧者の応募者につきましても５００名

以上の応募があり、抽せんの後、来週早々に皆様に結果の通知がお届けできるよう

現在準備を進めております。また、抽せんから漏れた方につきましては、少しでも

お楽しみいただけるよう、小ホールにてライブ映像を流す予定としております。  

 以上で、議案第３１号、令和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議決に

ついてに係る生涯学習課の説明を終了させていただきます。よろしく御審議いただ

き御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。  

○仲委員長   ありがとうございます。  

 教育委員会の議案第３１号の説明は以上であります。  

 質疑、ございますか。  

○南委員   今、小中学生にこういった文化を提供したいということで招待すると

言ったんですけれども、一体何名招待するつもりですか。みんなおったらほとんど

はもういっぱいになってしまうんやけど、そこら辺だけ説明を。  

○山中生涯学習課長   学生につきましては、小学生が保護者を含めまして６４名、

中学生に関しましては、これはもう授業の一環としてほぼ全校生徒が、尾鷲中学校、

輪内中学校ともに出席をしていただくということで、教師を含めて一応１４３名。

あと高校生の方はちょっと、より多くの方に来ていただきたかったんですが、試験
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の前日ということで、４名という形になっております。  

○南委員   ちょっと今、中学生で、全部で１４３名って……。  

○山中生涯学習課長   すみません。先生を入れて３４３名でございます。  

○仲委員長   他に質疑、ありますか。  

 中村レイさん何かよろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   他に質疑がないようですので、教育委員会の審査を終了いたします。

御苦労さんでした。  

 次、総務課お願いします。  

 総務課につきましては、報告事項のみでございますので、課長のほうから説明、

よろしくお願いします。  

○森本総務課長   総務課です。よろしくお願いいたします。  

 総務課から、尾鷲市制施行７０周年記念式典につきましての御報告事項でござい

ます。  

 資料のほうを御覧ください。通知させていただきます。  

 今月６月２０日に市制施行７０周年を迎えるに当たりまして、６月３０日、日曜

日に記念式典を開催させていただきます。７０周年を祝うとともに、市政功労者の

皆様への記念表彰を行います。  

 会場は市民文化会館で、当日９時から受付を開始し、１０時より開式させていた

だきたいと考えております。来賓者、表彰者であります市政功労者の皆様のほか、

市民の皆様にも当日御入場いただけますよう準備させていただきますので、よろし

くお願い申し上げます。  

 式次第のほうでございますが、資料のほうで、１０時からオープニングアトラク

ション、７０周年の歩みを披露させていただきます。開式の辞から国歌斉唱、市長

式辞、市議会議長挨拶をいただきまして、市政功労者の皆様への記念表彰に入りま

す。そして、来賓祝辞、来賓紹介、祝電披露をさせていただき閉式の辞とさせてい

ただきたいと思っております。  

 なお、オープニングを飾るアトラクションでございますが、坂東流柳蛙会、尾鷲

節保存会、子ども太鼓、ロックジャムの皆様により本市が誇る伝統の尾鷲節を御披

露させていただきたいと思っています。尾鷲節手踊りにつきましては、坂東流柳蛙

会様とともに市職員も参加させていただくこととさせていただいております。  

 式典当日でございますが、ぜひ多くの市民の皆様に御来場を賜り、共にお祝いし



－４０－ 

ていただきたくお願いを申し上げたいと思っております。  

 以上、総務課からの報告でございます。  

○仲委員長   ありがとうございます。  

 総務課の報告事項、何か質疑ございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   質疑なしと認めます。総務課、御苦労さんでした。  

 最後に副市長から報告があります。  

○下村副市長   それでは、私のほうから、紀北消防組合本部、尾鷲消防署庁舎移

転候補地について御報告させていただきます。  

 先般、紀北消防組合本部、尾鷲消防署庁舎の移転候補地として、水道部が所有す

る樋ノ口地内にある土地を検討願いたいとの申入れがあり、現在、水道部及び庁舎

関係課で検討を進めております。  

 候補地につきましては、所在地が矢浜４丁目９０２－１、地目が雑種地、地積が

１万２ ,６８１平米で、昭和６１年５月に取得価格２億円で取得しております。  

 同用地につきましては、平成１６年より国土交通省に、現在は尾鷲警察署の仮庁

舎として賃貸しております。水道部としては、企業会計ということもあり、尾鷲市

の条例にある財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例に規定する公用または

公共に供するとして、譲与または時価より低い価格での譲渡、無償または時価より

低い価格で貸し付けることは、本年度の料金改定を行ったこともあり、水道利用者

に説明することは厳しいとの意見が出されております。  

 当該用地の現在の固定資産評価額は１億８ ,２８３万４ ,６５８円でありますが、

後背地が斜面で灌木が密集している状況であり、評価としての補正がなされていな

いため、土地鑑定を行えば鑑定価格はかなり減額されるものと思われます。水道部

としては、鑑定価格での売買であればキャッシュも入り、現在の賃貸契約終了後の

同用地の管理費支出もなくなることから売買は可能との意見もあり、現在、鑑定価

格での売買を前提に協議を進めております。  

 以上でございます。  

○仲委員長   ありがとうございます。  

 副市長のほうから、尾鷲消防署の土地の件で報告がありましたけど、この件につ

きましては、紀北消防組合議会において正式に議題として上がると思うんですけど、

事前にそういう申出があったということで、あくまで報告でございますが、何か質

疑がありましたら御発言をください。  
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 よろしいですか。  

○濵中副委員長   現在の消防署の敷地面積とどれぐらいの差がありますか、候補

地になるところと、同じぐらいですか。  

○下村副市長   １万２ ,６８１平米ですので、その半分程度は、いわゆる後背地が

斜面の灌木ということで、平地で建物を建てたり駐車場用地とする面積は大体、７ ,

０００平米から８ ,０００平米程度だと思います。現在の消防は４ ,０００平米だっ

たと思います。  

○仲委員長   ほかにないですね。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   以上で全ての審議を終了いたします。  

 それでは、執行部の退席をお願いいたします。御苦労さんでした。  

 休憩せんと、準備ができ次第、すぐに採決に入ります。  

 議案審査が終了いたしましたけど、議員間討議よろしいですね。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   なしということで進めさせていただきます。  

 それでは、当行政常任委員会に付託されております議案第３０号、第３１号及び

第４３号の採決を行います。  

 まず初めに、議案第３０号、尾鷲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正についてについて、可決すべきとする委員は挙手願いま

す。  

（挙  手  全  員）  

○仲委員長   挙手全員。挙手全員であります。よって、議案第３０号は可決すべ

きものと決しました。  

 次に、議案第３１号、令和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議決につ

いてについて、可決すべきとする委員は挙手願います。  

（挙  手  全  員）  

○仲委員長   挙手全員。挙手全員であります。よって議案第３１号は可決すべき

ものと決しました。  

 次に、議案第４３号、令和６年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決につ

いてについて、可決すべきとする委員は挙手願います。  

（挙  手  全  員）  

○仲委員長   挙手全員。挙手全員であります。よって、議案４３号は可決すべき
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ものと決しました。  

 ありがとうございました。  

 委員長報告なんですけど、何か御意見ございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   御一任いただけますか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○仲委員長   ありがとうございました。  

 以上で行政常任委員会を終了いたします。お疲れさまでした。  

（午後  ０時１３分  閉会）  


